
１ 実地指導等について 

 

1．全国介護保険施設等の行政処分等の状況について         

人員・運営基準違反や介護報酬の不正請求、利用者への虐待行為等により、令和３年度は以下

のとおり指定の取消等の処分が行われています。 

 

▼指定取消・効力の停止処分 105 事業所（うち取消 56、全部停止 17、一部停止 32） 

▼サービス種別ごと状況   認知症対応型共同生活介護 19 

地域密着型通所介護 8 

小規模多機能型居宅介護８ など 

 ▼処分事由の状況      指定取消では、不正請求、虚偽答弁・報告、虚偽申請など 

               効力の停止では、不正請求、人員基準違反・虚偽報告等など 

 

２．町指定地域密着型サービス事業所の実地指導の実施数について   

サービス種類 
事業所数 

令和３年度 令和４年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 1 

夜間対応型訪問介護 0 0 

地域密着型通所介護 1 1（１） 

(介護予防)認知症対応型通所介護 2（１） 2 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1（１） 1 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11（１） 11（２） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 1 1 

計 17（3） 17（3） 

※表中（ ）内は、実地指導の実施数 

 

3．町実地指導の指摘事項等について                                 

令和４年度は以下の３種類で事業者宛て結果を通知しています。 

指 摘 事 項 指導後に改善内容を確認する必要がある事項 

助 言 事 項 違反は認められないが、改善することが望ましい事項 



評価される事項 評価できる取り組みであり、他事業所の参考となる事項 

  種類 

 

項目 

指摘事項 助言事項 評価される事項 

件数 

(うち改善報告を要するもの) 

件数 件数 

人 員 基 準  1 （1） 2   0   

設 備 基 準  0 （0）   0   0   

運 営 基 準 2 （2）  17     2   

介 護 報 酬  1 （1） 1   2   

業務管理体制 0 （0） 0  0   

計  4 （4） 20   4   

 

以下は主な指摘事項等の詳細です。特定のサービスのみに該当する場合は、( )書きでサービ

ス種類を記載しています。 

【主な指摘事項】 

人員基準 

従業者の員数 

従業者の出・退勤時間を適正に把握していない。 

出勤簿では、出・退勤時間の記入がない。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措

置として、原則は「使用者が自ら現認する」又は「タイムカード等による客観的な記録を確認

する」方法によること（自己申告制で行わざるを得ない場合を除く）。 

運営基準 

内容及び手続きの説明及び同意 

記載内容が現状と異なっている。 

運営規程と重要事項説明書の不一致を修正すること。 

介護報酬 

医療連携体制加算（Ⅰ）（認知症対応型共同生活介護） 

要件を満たすことを書面上で確認ができない。 

重度化した場合における対応の指針について、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、

同意を得たことが書面上で確認できない。本加算は、利用者全てに算定できるものであるた

め、現在入居している利用者又はその家族に対し、重度化した場合における指針の内容につ

いて説明し、同意を得ること。 

また、令和４年３月９日付け町通知「認知症対応型共同生活介護の医療連携体制加算の取扱

いについて」を参照のうえ、書面上で算定要件が確認できるように記録等の様式を整備する

こと。 



【主な助言事項】 

人員基準 

従業者の員数 

看護職員が従事した内容を書面上で確認できるようする。（地域密着型通所介護、認知症対応

型通所介護） 

看護職員の勤務については、勤務表、勤務実績により把握できる。しかし、実際に、利用者の

健康管理や機能訓練に従事した記録がないため、様式を検討して看護職員の記録を整備する

こと。 

運営基準 

サービスの提供の記録 

介護計画を意識したサービス提供の内容を記載する。 

サービス提供記録は、サービスを提供した証拠であり介護報酬請求の根拠となる。記録には、

利用者の心身の状況等のほか、介護計画にある目標を達成するためのサービスの内容を具体

的に記載すること。 

介護計画の作成 

ケアマネジメントの一連の流れを大切に、利用者本位の自立を目指した計画を作成する。 

アセスメントシートは、利用者の有する日常生活上の能力や現在受けている介護サービスの

状況等の利用者を取り巻く環境等の状態を十分把握するために重要であることを踏まえて作

成すること。 

主治医意見書において、「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」に何らかの記

載がある場合には、介護計画に反映させるとともに、意見書から読み取ることができる療養

上のリスクについても十分に留意して個別の介護計画を作成すること。 

他の介護従事者と協議の上、課題に応じて多職種が関わりを持つ介護計画を作成し、サービ

ス担当者会議にて役割分担を行うこと。また、その会議の記録（日時・参加者・カンファレン

スの目的・内容・結果）を残すこと。 

モニタリングでは目標の達成状況についても検討すること。 

認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたって、地域資源を活用するなど自立に向けた取

り組みをすること。 

地域資源を活用しながら、日常生活動作の能力が低下しないように効果的な機能訓練を取り

入れること、多様な活動を確保し、自立に向けた取り組みをすること。援助目標は、できなか

ったことに変化が見られ、評価しやすく自立した生活に繋がる具体的な内容にすること。 

管理者の責務 

管理者として管理業務に従事する時間を確保する。 

管理者は、従業者の管理、利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、従業員に運営

に関する基準を遵守させることなど、管理業務に従事するものである。管理業務に支障がな

い場合は、他の職務を兼ねることができるものである。 



 

【主な評価される事項】 

運営基準 

介護計画の作成 

アセスメントシートにより利用者の状況を詳細に把握して分析している。 

チェック方式によらず、利用者の状況を詳細（食事・排泄等の項目ごとに、私の願い・行動・

ケア者の気付き・原因分析・必要なケア等）に記述して情報収集を丁寧に行ったうえで生活課

題の把握に努めている。 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

利用者の心身の状況を踏まえ、適切なサービスを提供する。 

利用者の帰宅願望や不穏状態を解消するため、出来るだけ利用者に寄り添って支援する時間

を増やすこと。 

日中の活動は、利用者の自主性を保ち、意欲的に生活できるように個別に設定すること。自ら

の役割を持つことで達成感を得て、自信の回復や自らの生活の場であることを実感できるよ

う必要なサービスを提供すること。 

通所介護事業者との契約による通所サービスの提供、地域の特性や利用者の生活環境に応じ

たレク、行事、農作業など利用者が取り組みやすい活動を確保するようにすること。 

勤務体制の確保等 

介護従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保する。 

定期的に研修等を実施することにより従業者のサービスの提供に係る意識向上につながる。

そのためには、介護（特に認知症）に関することや運営基準などの法令遵守に関することなど

職員会議を活用して、月ごとに担当者及びテーマを定めた研修計画を作成して実施すること

も有用である。 

また、内部研修や外部研修を行った場合には、日時、出席者、テーマ、研修内容について記録

した書類(報告書等)を作成すること。 

非常災害対策 

避難訓練に係る書類を整備する。 

訓練は多様な状況（災害の種類、時間帯等）を想定して実施する。また、実施計画、実施報告

書（日時、災害の種類、訓練の内容、参加者、避難に要した時間、課題・改善策等）に状況が

分かる写真を添付するなど、書類の整備を検討すること。 

介護報酬 

送迎未実施減算（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護） 

送迎の記録には、到・発着時間を記入する。 

送迎の記録は、減算の確認に重要な書類となる。「到・発着時間」と「サービス提供時間」は

異なる時間である。運行日誌やサービス提供記録の様式を修正すること。 



 

4．業務管理体制について                     

業務管理体制とは 

法令遵守の義務の履行を確保し、不正事案を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事

業運営の適正化を図る組織としての仕組みです。また、介護保険法において、業務管理体制の整

備を介護サービス事業者に義務づけています。事業者が質の高いサービスを提供するため、自ら

法令遵守の重要性について認識を深め、率先して改善を図ってください。 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所の数に応じ

て定められ、事業者はその内容を関係行政機関に届け出ています。 

検査等の実施とは 

 業務管理体制の届出先と指定介護サービス事業所等の指導監督機関（地域密着型サービス事業

所は町）が連携して検査を実施します。 

▼一般検査は、届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施 

▼特別検査は、指定介護サービス事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に実施 

事業者においては、「決めた仕組みにより法令遵守がされているか」をチェックする機会を設け

て、必要に応じて改善に取り組み、適正な運営を図ってください。 

 

記録の整備 

書類は業務ごとに整理して保管している。 

業務ごとにファイリングされ、更に月・利用者ごとに見出しを付けて保管している。 

研修報告書等は、事業者本部まで回覧され、決裁欄への押印、更には確認した日にちを記載

することで、業務の実施状況の把握や管理ができている。 

従来の業務の流れに捉われず、改善すべき点（介護計画の説明、カンファレンスの方法等）

を見つけて改善している。 

介護報酬 

看取り介護加算（認知症対応型共同生活介護） 

算定要件が明確に書面上で確認できる。 

医師及び家族の署名がある看取り介護の同意書（別に看取りに関する指針の同意あり）を作

成することで、回復の見込みがないと診断したことが明確である。 

栄養管理体制加算（認知症対応型共同生活介護） 

算定要件が明確に書面上で確認できる。 

管理栄養士からの助言や指導に必要な項目を網羅した様式が作成され、要件を満たすことが

明確である。  



5．自己点検シート等の活用について                 

適切なサービス提供にあたり、事業者自らが介護保険の基準省令の内容を遵守しているかを確

認して、不適切な事項がある場合は改善するとともに、介護サービスの向上に努めることが重要

です。 

人員・設備・運営基準等に関する『自己点検シート』及び『各種加算等点検シート』は、実地指

導時に提出を依頼しています。実地指導の対象ではない場合でも、定期的に下記に掲載している

点検シートを活用して、適正な事業の運営に努めてください。 

 

【町 HP】地域密着型サービス事業所の実地指導について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,11101,26,335,html 

 

 

 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,11101,26,335,html


２ 指定・更新・変更等の届出について 

 

令和５年３月１日施行「南部町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則」及び「南部町指定地域密着型サービ

ス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する文書の様式を定める要綱

の一部を改正する要綱」の制定に伴い、町ホームページを更新しました。 

各届出を提出する場合は、必ず改正後の様式により提出してください。 

【町 HP】地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10658,26,335,html 

 

1．指定申請について                        

（１）必要書類の作成手順について  

 １．指定申請書①を作成して、添付する付表を探す 

 ２．付表③を作成して、添付書類を確認する 

   （添付書類は全サービスをとりまとめた添付書類一覧（更新時）②からでも確認ができる） 

 ３．添付書類は、参考様式 1⑤、参考様式 2~７⑥を利用して作成する 

   （従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」

の必要項目一覧④の項目を確認できれば、事業所の勤務表等に代替えすることができる） 

 

 

１ 

２ 

別添①を参照 

別添②を参照 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10658,26,335,html


 

 

2．指定更新について                        

（１）届出期限等について 

更新する場合は 2 月前から受付しますので、必要書類を提出してください。提出期限は指定

有効満了日の１月前です。更新の通知はしませんのでご注意ください。 

なお、令和５年度に指定有効満了日を迎える事業所は以下のとおりです。 

 

 事業所名 指定有効期間 

グループホームながわ荘 

（倉石ハーネス 株式会社） 

平成 29 年 11 月 10 日から 

令和 ５年 11 月９日まで 

 

 

 

５ 

４ 

３ 

６ 

別添③を参照 

別添④を参照 



（２）必要書類の作成手順について 

 １．指定更新申請書⑦を作成する 

 ２．添付書類は、参考様式 6~７⑧を利用して作成する 

 ３．２のほか、※前回提出した付表③及び添付書類一覧（指定更新時）②を確認のうえ、変更

があった場合は作成する 

 

 

３．変更の届出について                       

（１）届出期限等について 

指定を受けた内容に変更があった場合は、変更届出書に必要書類を添付して提出してくださ

い。提出期限は変更日から 10 日以内です。 

 ただし、令和３年度介護報酬改定により、「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、

その変更の届出は年１回で足りることが明確化されました。 

▼前年の４月１日時点の従業者の配置状況と比較して、変更がある場合は４月 10 日までに

提出してください。変更がない場合は提出する必要はありません。 

▼人員基準に関わる変更（管理者や介護支援専門員等の変更）は、通常どおり変更日から 10

日以内に変更届の提出が必要です。 

 

（２）必要書類の作成手順について 

１．変更届出書⑨を作成する 

２．変更届への標準添付書類⑩で必要書類を確認する 

３．２の添付書類は、参考様式 1⑤~参考様式２~７⑥を利用して作成する 

  

７ 

7

７ 

別添⑦を参照 

８ 

※ 

９ 

7

７ 

 

別添⑨を参照 

別添⑩を参照 10 



４．介護給付費算定に係る体制の変更について                        

介護給付費の算定において、新たに加算を算定する場合は、下記の期日までに介護給付費算

定に係る体制等に関する届出書(別紙 3－2)及び添付書類を提出してください。 

また、加算を算定できない状況が生じた場合にも速やかに届出書を提出してください。 

 

【町 HP】地域着型サービス事業における介護給付費算定に係る届出について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10492,26,335,html 

 

5．介護職員処遇改善加算等について                        

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」（令和 4 年 6 月 21

日老発 0621 第 1 号厚生労働省老健局長通知）は令和 5 年３月 1 日付けで一部改正されまし

た。必ず内容をご確認ください。（介護保険最新情報 vol.1132 を参照） 

また、記載内容を称する資料は、「各事業所において適切に保管すること」、「指定権者から求

めがあった場合には速やかに提出すること」とされています。実地指導においては、加算要件

を満たしているかを確認します。必ず改善額が示された積算資料、賃金改善以外の処遇改善（職

場環境等要件）に取り組んだ内容が分かる資料を提出できるように整備して保管してください。 

【様式の提出期限】 

▼計画書……‥加算を取得する月の前々月の末日まで 

ただし、令和 5 年４月又は５月から取得する場合は 4 月 15 日まで 

※介護保険最新情報 vol.1133 を参照  

▼実績報告書…各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで 

       ※令和４年度の実績報告書は介護保険最新情報 vol.1132 を参照 

 

サービス種類 
届出時期(提出期限)と 

算定開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

●毎月 15 日以前に届出 

       ➡翌月から算定 

●毎月 16 日以降に届出 

       ➡翌々月から算定 

地域密着型通所介護 

(介護予防)認知症対応型通所介護 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 
●届出月の翌月から算定 

(月の初日に届出した場合はその月からの算定) 



３ 令和３年度介護報酬改定について(再周知) 

 令和３年４月から運営基準が改正されています。各事業所においては遺漏なくご対応くだ

さるようお願いします。 

＜全サービス共通＞令和３年４月 1 日から義務化済み 

１．ハラスメント対策について ※令和３年度第 1 回集団指導より再掲                 

事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法等におけるハラス

メント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策が求められることになりまし

た。 

イ 事業者が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事

業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき

措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」とい

う。）において規定されているとおりですが、特に留意されたい内容は以下のとおりです。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方

針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあら

かじめ定め、労働者に周知すること。なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の

明確化等の措置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を

改正する法律（令和元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総

合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項

の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については

資本金 5000 万円以下又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和４年４月１

日からとなり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、

必要な措置を講じるよう努められたい。 

 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として以下のと

おり規定されています。 



①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対

応させない等） 

③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組） 

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められ

ていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっ

ては、「介護現場におけるハラスント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための

手引き」等を参考にしてください。 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談

窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行

う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、事業

所におけるハラスメント対策を推進することが望ましいです。 

厚生労働省より、今まで作成されたマニュアルや手引きの解説への理解を深めるため、介護現

場でのハラスメント等の発生までの経緯やその後の対応、事例から学べる対策等を整理した事例

集が作成されています。研修等で活用してください。 

・介護現場におけるハラスメント対策マニュアル 

・管理者、職員向け研修のための手引き 

・職員向け研修動画 

・介護現場におけるハラスメント事例集 

【厚生労働省 HP】 

ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉 

＞介護事現場におけるハラスメント対策 

＜全サービス共通＞令和 6 年４月 1 日から義務化 

２．高齢者虐待防止の推進について ※令和３年度第 1 回集団指導より再掲   

虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及

ぼす可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止

法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の

尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じてください。 



・虐待の未然防止 

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあた

る必要があり、基準第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者

にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養

介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立

場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、

市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族から

の虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、各事業者は当該

通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努

めること。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するために次に掲げる事項を実施してください。また、全事業者において、運営規程に

「虐待防止のための措置に関する事項」として、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修

方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を定めてくださ

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされています。 

具体的な取組としては、 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐

待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するため

の対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及

び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。 

また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであるこ

とが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、

個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携により行うことも差し支えない。 

 



また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討すること。その際、そこで

得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底

を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法

に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する

こと 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針の整備 

事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこと。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、各事業所における指針に基づき、虐待

の防止の徹底を行う。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、各事業者が指針に基づいた研修プログラムを

作成し、定期的な研修（認知症対応型共同生活介護は年２回以上、それ以外は年１回以上）を

実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

 



また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での

研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置 

事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切 

に実施するため、専任の担当者を置く。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と

同一の従業者が務めることが望ましい。 

＜全サービス共通＞令和 6 年４月 1 日から義務化 

３．業務継続に向けた取組の強化ついて※令和３年度第 1 回集団指導より再掲   

感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、

サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定するとともに、それに従った必要な研修・訓練を実施しなければなりま

せん。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、事業所に実施が求められる

ものでありますが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。また、

感染症や災害が発生した場合には従業者が連携し取り組むことが求められることから、全ての従

業者が参加できるようにすることが望ましいです。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日

までの間は、努力義務とされています。 

業務継続計画に記載すべき項目 

業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」、「介護

施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。また、想

定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定し

てください。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではあ

りません。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 



研修の実施 

研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとしてください。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（認知症対応型共同生活介護は年２回以上、

それ以外は年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが

望まれます。また、研修の実施内容についても記録してください。 

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修と一体的に実施することも差し支えありません。 

訓練の実施 

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動でき

るよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実

践するケアの演習等を定期的（認知症対応型共同生活介護は年２回以上、それ以外は年１回以上）

に実施してください。 

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練と一体的に実施することも差し支えありません。また、災害の業務継続計画に係る訓練につ

いては非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えありません（定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所を除く）。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切です。 

 

※令和４年度第１回集団指導より再掲 

【厚生労働省 HP】 

ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉 

＞介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修 

 

＜全サービス共通＞令和 6 年４月 1 日から義務化 

４．感染症対策の強化ついて ※令和３年度第 1 回集団指導より再掲       

事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに事業所の設備及び備品等の衛生的な管

理に努めるべきことが規定されました。特に事業者は従業者が感染源となることを予防し、感染

の危険から守るため、感染を予防するための備品等を備えるなどの対策を講じる必要があります。 

感染症が発生・まん延しないように講ずべき措置 

具体的には次の取扱いとして、事業所に実施が求められるものですが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えありません。 



なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされています。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種

により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含

め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするととも

に、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要。

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的

に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができる。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。 

 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策 

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、

医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が

想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備

し、明記しておくことも必要。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を

参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管

理の徹底や衛生的なケアを励行する。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（認知症対応型共

同生活介護は年２回以上、それ以外は年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染

対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための



研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（認知症対応型共同生活介護は年２回以上、それ以外は年１回以上）

に行うことが必要。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の

対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上で

のケアの演習などを実施する。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

厚生労働省より、介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等、新型コロナウイルス感染症に

限らず、介護現場における感染症への対応力の向上を目的として取りまとめた「介護現場におけ

る感染対策の手引き」が作成されています。研修等で活用してください。 

・介護現場における感染症対策の手引き 

・介護職員のための感染対策マニュアル（手引きの概要版） 

・感染対策普及リーフレット（手引きのポスター版） 

【厚生労働省 HP】 

ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉 

＞介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ 

＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除くサービス＞令和 6 年４月 1 日から義務化 

5．認知症介護基礎研修について※令和４年度第１回集団指導より再掲      

 令和３年度介護報酬改定において、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知

症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ

ていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有

さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけ

られました。計画的に研修を受講してください。 

（１）対象  

介護保険事業所等で介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者 

※対象外 

 看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研

修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課

程１級課程・２級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、

きゅう師等 



（２）措置を講じる期限 

 令和６年３月 31 日まで 

（３）受講方法 

  青森県が指定した社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センターによる「e ラ

ーニング」で行われます。令和５年３月 31 日まで随時申し込みを受け付けしています。 

  なお、令和５年度以降の手続きについては、改めてお知らせする予定です。 

詳細については、青森県ホームページを参照してください。 

【青森県 HP】 

ホーム＞組織でさがす＞健康福祉部＞高齢福祉保険課＞認知症介護基礎研修の 

実施について 

 



４ その他について 

１．事業所に対する相談事例                     

 事 例  

【内容】 介護認定の申請中に、サービス利用を開始した。事業所から説明を受けたサービス料

金よりも高額の請求が来た。どういうことなのか。 

【原因】 認定結果が介護度の見込みと相違があったり、非該当であったりした場合には、差額

の費用が生じることを事業所は説明したが、利用者や家族に十分伝わっていなかった。 

【対策】 説明したつもりでも、相手が理解していなければ、「そんなこと言ってなかった、聞い

てない」などの苦情に繋がる可能性がある。分かりやすく丁寧に説明をして、利用者や

家族が理解したことを確認する。 

     また、介護度の見込みを立てる際には、一次判定に用いられる行為区分の合計時間

数、介護の手間にかかる項目、主治医意見書の内容等から予測したり、判定ソフトを

活用したりして、要介護度を過小・過大に見積もりすぎないように留意する。 

この他、「シーツが汚れたままだった」「寒かった」など事業所に対する様々な相談を受けてい

ます。その多くは、直接事業所に伝えることで解決できる内容です。 

～ 利用者や家族が、気になること・気付いたことを事業所に 

気軽に話せる関係性を築くことが大切です。～ 

 

２．地域密着型サービス事業に係る質問票について                     

認識の相違を避けるため電話等での問い合わせではなく「地域密着型サービス事業に係る質

問票」にて、FAX（0178-76-3904）又は電子メール（kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp）で

ご質問ください。また、事業所内で関係法令・通知等を確認し十分検討のうえ、質問者の見解

及び根拠を記載してください。 

【原因】説明不足 

説明が不十分なため、適切にサービスが提供されていても苦情に繋がる可能性がある。 

【対策】利用者や家族が理解できるように丁寧に説明する。 

【原因】要望の把握不足 

利用者や家族の意向、要望を把握していない。 

【対策】日頃から意向や要望の把握に努め、事業所の対応の可否について、利用者や家族に

十分に説明して、同意を得る。 

共通した要因 



南部町介護保険事業者用 質問票 
※質問内容を記入し、メール又は FAXで南部町福祉介護課へ送信してください。 

E-Mail kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp 

FAX番号 0178-76-3904 （送信票不要） 
 

質問票作成日：    年   月   日 

事業所名  質問者氏名  

電話番号  FAX番号  

サービス種別 

（いずれかに〇） 

 居宅介護支援・介護予防支援  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 地域密着型通所介護  認知症対応型通所介護 

 小規模多機能型居宅介護  認知症対応型共同生活介護 

 看護小規模多機能型居宅介護  総合事業 

 その他（                               ） 

質問テーマ 

※記入必須 
 

質問内容 

（具体的に記入し

てください） 

※記入必須 

 運営・設備・基準について  加算・減算について 

 その他（                               ） 

 

事業所の見解及

びその根拠 

※記入必須 

質問内容に対して、「このような取扱いになるのではないか」という回答案や考えを記入 

 

参考にした資料 

（該当するものに

〇） 

※記入必須 

 介護報酬の解釈（指定基準編） 最新版 （      ページ） 

 介護報酬の解釈（単位数表編） 最新版 （      ページ） 

 介護報酬の解釈（QA・法令編） 最新版 （      ページ） 

 介護報酬改正点の解説 最新版 （      ページ） 

 その他（                               ） 

注意事項 

１．根拠法令等を確認し、事業所内で検討したうえで町に質問票を提出してください。 

２．町で受ける質問は、根拠法令等の内容に疑義がある（意味や内容がはっきりしない）ケースになります。 

３．質問内容により、回答まで数日から１週間ほどお時間をいただくことがあります。 

 


